
第２０号議案 

 

   東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条

例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和２年２月７日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、自転車の点検整備を義務付ける等のため提出します。 



   東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条

例 

 

第１条 東京都台東区自転車安全利用促進条例（平成２７年６月

台東区条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第４項を削る。 

第６条第３項を削り、同条第４項を同条第３項とする。 

 第８条第１項中「、使用自転車」を「及び使用自転車」に改

め、「及び自転車損害賠償保険等の加入」を削る。 

第２条 東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条第３項中「安全な利用が確保できるよう点検整備に努

めなければならない」を「安全な利用を確保するため、点検整

備を行わなければならない」に改める。 

  第８条第１項中「及び使用自転車の点検整備」を削り、同条

中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 自転車利用事業者は、事業の利用者の安全を確保するため、

当該事業の用に供する自転車の点検整備を行わなければなら

ない。 

付 則 

 この条例中第１条の規定は令和２年４月１日から、第２条の規

定は同年１０月１日から施行する。 

 


